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令和３年度　南魚沼地域 ふるさと基金事業の募集

新規狩猟免許(猟銃)取得者、新規ライフル銃所持許可者、ライフル銃射撃練習者への補助制度

【問合せ・申込み】　南魚沼地域広域計画協議会（南魚沼市と湯沢町で組織）
事務局：南魚沼市役所�企画政策課　☎７７３－６６７２

【問合せ・申込み】　環境交通課　☎７７３－６６６６

対　象

・�地域で保存が必要な伝統芸能を引き継
ぐための後継者育成事業
・�伝統芸能を通じた世代間交流を推進す
る事業

補助額 補助対象額の２/３以内（上限15万円）
予算枠 １２０万円

対　象

団体が行う、快適でうるおいのある地域をつくりあげるためのコミュニティ活動
対象外の事業
・�飲食・物販など、一過性のイベントを目的とした事業
・�行政区単位・旧村単位などで例年行っている地域独自のイベントや祭礼

補助額
補助対象額の２/３以内（上限10万円）
※�補助回数が多い団体は、補助額が減額または対象外となります
［４回目：２/３、５回目：１/２、６回目以降：対象外］

予算枠 50万円

対象
①�新たに第１種銃猟免許の取得、猟銃の所持許可証
の交付を受ける人
②新たにライフル銃所持許可証の交付を受ける人
③�新潟県警指定の県外射撃場で、ライフル射撃教習
か技能講習を受けた人
④県外のライフル射撃場で射撃練習をした人
※いずれも市の有害鳥獣捕獲への協力承諾が必要

芸術・文化振興事業

ふるさとコミュニティ支援事業

対　象
・�南魚沼地域内外から集客があり、地域
の活性化を図るイベント

・地域の広域的なまちづくり活動
補助額 補助対象額の２/３以内（上限は50万円）

予算枠 総額４００万円（大和地域、六日町地域、
塩沢地域、湯沢町に各１００万円）

申請方法
対象団体　活動の拠点が南魚沼地域にある団体
補�助対象額　事業に係る費用から事業収入・寄付金
などを差し引いた額

提�出書類　申請書を企画政策課に提出
締切り　４月21日㈬必着
※�書類審査の結果は５月下旬にお知らせします。申
請書は企画政策課、大和・塩沢市民センター、湯
沢町役場�企画政策課で配布（市ウェブサイトか
らダウンロード可。「南魚沼市ふるさと基金」で
検索）

その他、協議会で取り組む事業（予定）
・�幼児児童健全育成事業（南魚沼地域内の保育園・
小学校での絵本の読み聞かせの取り組み）
・�広域交流ミーティングパーティー事業（未婚の男
女に出会いの場を提供する取り組み）
※�ミーティングパーティーの主催・運営を希望する
団体からの相談を受け付けます
・�国際観光推進事業（国際観光を推進する事業を支
援）
・�魅力発信・産業イノベーション事業（商業・観光
など複数の地域産業の活性化に効果がある取り組
み）

補助対象経費
①②　健康診断料、射撃教習料、ハンター保険料
③④　交通費
※�補助対象経費は令和３年度中のものに限る
補助金額
①②　合計で１人５４，０００円が上限額
�③④　県外射撃場まで１往復につき５，０００円、
１人につき２往復まで。上限１０,０００円
※申請件数により減額となる場合があります

地域創生支援事業

　南魚沼地域（南魚沼市・湯沢町）で「活気あふれ、うるおいのあるまちづくり」をめざし、活動してい
る地域住民やコミュニティ団体の取り組みを支援します。


